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令和６年度第１回 本庄市交通政策協議会 次第

１．開 会

２．委嘱状交付

３．挨 拶

４．監査委員の選任

５．報告事項

（１）デマンドバス及びシャトルバスの利用状況の推移

６．議 事

（１）令和５年度 事業報告及び歳入歳出決算について

（２）令和６年度 事業計画（案）及び歳入歳出予算（案）について

（３）令和７年度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金に係る

地域公共交通計画の認定申請（地域内フィーダー系統・地域

間幹線系統）について

（４）今後のスケジュール及び運行にあたって協議・合意が必要な事項

（５）運賃協議分科会の設置に伴う本庄市交通政策協議会設置要綱の

一部改正について

（６）デジタル田園都市国家構想交付金の活用に伴う「本庄市ＡＩデマ

ンドバスシステム導入支援業務 仕様書（案）」の変更について

７．そ の 他

８．閉 会

資料３

報告事項

資料４

資料１

資料２

日 時：令和６年５月１７日（金）

午後１時３０分～

場 所：本庄市役所（６階）大会議室

資料５

資料６

参考資料
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本庄市交通政策協議会設置要綱

平成２４年１月２０日

告示第１７号の２

（設置）

第１条 市内の交通の実態について調査及び研究を行い、本市の交通政策のあり

方を協議することにより、住民の利便性及び生活環境の向上に寄与するため、

本庄市交通政策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

２ 協議会は、市内の公共交通のあり方についての協議を行うため、道路運送法

施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第４条第２項に規定する地域公共交

通会議及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５

９号）第６条第１項に規定する協議会を兼ねるものとする。

（業務）

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

（１） 総合的な交通政策の検討及び推進に必要と認められる事項に関するこ

と。

（２） 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３

０日国総計第９７号、国鉄財第３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４

０号、国海内第１４９号及び国空環第１０３号）第２条第１項第１号に規定

する生活交通確保維持改善計画（以下「生活交通確保維持改善計画」という。）

の策定及び変更に係る協議に関すること。

（３） 生活交通確保維持改善計画に位置付けられた事業の実施の調整に関す

ること。

（４） 地域の実情に応じた適切な交通手段の態様及び運賃、料金等の検討に

関すること。

（５） 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第１項に規定する

地域公共交通計画（以下「地域公共交通計画」という。）の作成及び変更に

関する協議に関すること。

（６） 地域公共交通計画の実施に関する協議に関すること。

（７） 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
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（８） 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこ

と。

（委員）

第３条 協議会は、委員２４人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

（１） 市長又はその指名する者

（２） 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

（３） 一般貸切旅客自動車運送事業者

（４） 一般乗用旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者

（５） 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の

代表者

（６） 住民又は利用者の代表

（７） 本庄警察署長又はその指名する者

（８） 児玉警察署長又はその指名する者

（９） 国又は県の交通政策行政の経験及び知識を有する者

（１０） 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者

（１１） 国又は県の都市計画行政の経験及び知識を有する者

（１２） 道路管理者

（１３） 学識経験を有する者その他協議会が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、市長が委嘱、又は任命した日から当該日の属する年度の

翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

２ 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役職）

第５条 協議会に会長を置き、第３条第２項第１３号に規定する者のうち、学識

経験を有するものをもって充てる。

２ 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。

（会議）

3



第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長と

なる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。ただ

し、書面により代理者に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみな

す。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

４ 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意

見を聴くことができる。

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正か

つ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合は、非公開とする。

（協議結果の尊重義務）

第７条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、

当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

（幹事会）

第８条 協議会に提案する事項について協議又は調整を行うため、必要に応じ協

議会に幹事会を置くことができる。

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

（事務局）

第９条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（経費の負担）

第１０条 協議会の運営に要する経費は、補助金、交付金その他の収入をもって

充てる。

（監査）

第１１条 協議会に監査委員を２人置き、会長が指名する委員をもって充てる。

２ 監査委員は、協議会の出納の監査を行い、その結果を会長に報告しなければ

ならない。
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（財務に関する事項）

第１２条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長

が別に定める。

（協議会が解散した場合の措置）

第１３条 協議会が解散した場合は、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切

り、会長であった者がこれを決算する。

（その他）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。
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もといずみ号【デマンド型】
児玉山間地域、児玉市街地(一部)を
運行。（朝夕は通学バスとして利用）

はにぽん号【デマンド型】
児玉市街地を運行。

はにぽん号【デマンド型】
本庄南地域を運行。

はにぽん号【デマンド型】
本庄北地域を運行。(一部時
間帯、通学バスとして利用)

至　伊勢崎市

至　寄居町

至 

神
川
町

児玉駅

はにぽんシャトル【乗合バス型】
本庄駅と本庄早稲田駅の駅間
を結ぶ交通。

(路
線

バ
ス

①
)

(路
線

バ
ス

②
)

(路
線

バ
ス

③
)

(路線バス④)

本庄早
稲田駅

本庄駅

 

運行路線 運行事業者

① 伊勢崎駅～本庄駅北口 十王自動車㈱

② 本庄駅南口～本庄早稲田駅～寄居車庫 協同貨物自動車㈱

③
本庄駅南口(宮本町車庫)～（児玉高校）～児玉
折返し場～赤城乳業千本さくら工場 朝日自動車㈱

④ 本庄駅南口～神泉総合支所

路線バス一覧

市内公共交通の概要
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はにぽん号・もといずみ号
利用者アンケート結果

アンケート期間：令和６年２⽉〜３⽉     
回答者：37名

54%
30%

8%

2%
3% 3%

１−１ 住まい
本庄北地域

本庄南地域

児玉市街地

児玉山間地域

近隣の地域

その他の地域

38%

62%

１−２ 性別

男性

女性

3% 3%

83%

11%

１−４ 職業

会社員・公務員

自営業

無職

その他

3% 3% 3%

8%

48%

35%

１−３ 年齢

30代
40代
50代
60代
70代
80代以上
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14%

8%

78%

１−５ 運転免許証

持っている

持っていない

持っていたが、自主返納
した

3%

51%

43%

3%

２ 利用頻度

週に3日以上
週に1〜2日
⽉に数回
年に数回

40%

30%

2%
2%

17%

9%

３ 利用目的
通院

買い物

趣味・習い事

手続き

湯かっこ

電⾞や⺠間路線バスへの乗継
「その他」の内容
・美容室

84%

16%

４ はにぽんシャトルの認知度

知っている

知らない
【参考 R4】
知っている  52.5％
知らない   46.3％
未記入      1.2％
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8 不満点、ご意見等

・電話の声が小さく聞き取りにくい。

・電子予約ができると良い。
・はにぽん号の券が買えるところが増えると嬉しい。
・1回だけ予約時間を間違えられた。
・帰りの予約をスムーズにできるようにしてほしい。

・高崎線北側から南方面に行くときには特定の場所だけでなく、すべての場所に乗り継ぎなしで行かれたらいいなと思って
います。定期的に一定のところへ往復利用する者には10枚のチケットでは、常にチケットを購入しなければなりませんので
いい方法はないでしょうか？

・⾞の台数を少し増やしてほしい。
・土日も運転してもらいたい。

・⽉に数回の利用ですが、はにぽん号がなかったら楽しみがなくなってしまいます。予約センターやタクシーの方にも感謝
しています。

27%

21%

6%
6%

9%

6%

21%

4%

5 デマンドバス以外に普段利用する交通手段

徒歩

自転⾞

タクシー

路線バス

はにぽんシャトル

自動⾞（自分で運転）

自動⾞（家族等が運転）

未記入

54%
35%

5%
6% 0%

6 運行時間・運行区域などの使い勝手

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

84%

11%

5% 0% 0%

7 予約方法や予約センターの対応

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

【参考 R4】
満足    16.1％ 
やや満足  15.2％
普通    22.3％
やや不満  19.6％
不満    18.8％

31.3％
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はにぽんシャトル
利用者アンケート結果

アンケート期間：令和６年２⽉〜３⽉
回答者数：43名

21%

9%

7%

12%
21%

30%

１−１ 住まい

本庄北地域

本庄南地域

児玉市街地

児玉山間地域

近隣の地域

その他の地域

70%

30%

１−２ 性別

男性

女性

14%

12%

7%

16%

12%

12%

18%

9%

１−３ 年齢

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

８０代以上

40%

7%16%

23%

14%

１−４ 職業

会社員・公務員

自営業

学生

無職

その他

12



54%

30%

16%

１−５ 運転免許証

持っている

持っていない

持っていたが、自主返納
した

3%
9%

35%

23%

30%

２ 利用頻度

週に３日以上

週に１〜２日

⽉に数回

年に数回

初めて

12%

24%

2%

6%
4%2%

24%

8%

16%

2%

３ 利用目的
通院・見舞い
買い物
手続
観光
通勤
通学
仕事
在来線に乗り換えるため
新幹線に乗り換えるため
その他

37%

19%

39%

5%

４ 運行時間や運行区域などの使い勝手

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

【参考 R4】
満足    20.2％
やや満足  14.0％
普通    28.1％
やや不満  24.6％
不満    10.5％
未記入     2.6％

34.2％
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７ 不満点、ご意見等
・交通系ICを使えるようにしてほしい。
・本庄駅・本庄早稲田駅ともにバス停に屋根をつけてほしい。
・もう少し本数を増やしてほしい。
・はにぽんのバスが可愛かったです。利用者が少なくて驚きました。
・バス停に自家用⾞が止まっておりバスが別の場所に止まることがあるので改善してほしい。
・初めての利用で意見はありませんが本庄早稲田駅に移動するなら便利だと思いました。
・朝は遅く夜は早くに便がなくなり不便。
・降⾞方法が分かりにくいため自動音声など入れてはどうか。

37%

21%

11%

12%

12%

7%

５ 運行時間について優先順位が高いもの
本庄駅の在来線との接続

本庄早稲田駅の新幹線との接
続
本庄総合病院との接続

ベイシア本庄早稲田ゲート店
との接続
その他

未記入

39%

26%

9%

12%

2%

12%

６ 運行時間の見直しの頻度

毎年

２・３年に一度程度

５年に一度程度

定時出発

その他

未記入
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令和５年度 本庄市交通政策協議会 事業報告

令和５年 ４月１４日(金) デマンドバス停留所「児玉駅前」廃止

デマンドバス停留所の名称変更（旧称）

・児玉駅前（児玉清水クリニック）

５月２６日(金) 令和５年度第１回 本庄市交通政策協議会

報告事項

・利用状況の推移等

議 事

・令和４年度 事業報告及び歳入歳出決算について

・令和５年度 事業計画（案）及び歳入歳出予算（案）に

ついて

・令和６年度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金に

係る地域公共交通計画の認定申請について

・今後のスケジュールについて

７月８日（土） デマンドバス停留所の名称変更（旧称）

・本庄上里学校給食センター（勤労青少年ホーム）

・児玉高校入口（白楊高校入口）

・児玉高校前（白楊高校前）

デマンドバス停留所の新設

・本庄脳神経外科・脊椎外科

７月２６日（水） 令和５年度第２回 本庄市交通政策協議会

報告事項

・群馬県富岡市 乗合タクシー「愛タク」視察報告

・群馬県前橋市 「自動運転バス及びGunMaaS」視察報告

・乗合送迎サービス「チョイソコ」について

そ の 他

・路線バス児玉線の延伸に係る利用者数の推移について

１０月２日（月） 令和５年度第３回 本庄市交通政策協議会

報告事項

・群馬県明和町 「チョイソコめいわ」視察報告

議 事

・デマンドバス及びシャトルバスの仕様書（案）について
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令和６年 １月２４日（水） 令和５年度第４回 本庄市交通政策協議会

議 事

・デマンドバス及びシャトルバスの仕様書（案）について

・令和５年度 生活交通確保維持改善計画の事業評価につ

いて

・本庄市交通政策協議会設置要綱の一部改正について

２月～３月 ・はにぽん号、もといずみ号利用者アンケート

・はにぽんシャトル利用者アンケート

２月１日（木） デマンドバス停留所の名称変更（旧称）

・カミケンシルクドーム（シルクドーム）

・タカハシソースエコーピア（エコーピア）

３月１日（金） デマンドバス停留所「ヤマダアウトレット本庄店」廃止
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１　歳入 単位：円

款 項 目 予算額 収入済額 比 較 説明

１ 補助金１ 補助金１ 補助金 0 0 0

２ 交付金１ 交付金１ 交付金 182,000 182,000 0 本庄市交付金

３ 繰越金１ 繰越金１ 繰越金 0 0 0

４ 諸収入１ 諸収入１ 雑入 1,000 0 ▲ 1,000 預金利子

183,000 182,000 ▲ 1,000

２　歳出 単位：円

款 項 目 予算額 支出済額 不用額 説明

１ 事務費１ 会議費１ 会議費 108,000 105,710 2,290 ・顧問謝金

２ 事務費１ 事務費 75,000 42,340 32,660
・需用費

・役務費

183,000 148,050 34,950

182,000

148,050

33,950

33,950

0

令和５年度　本庄市交通政策協議会　歳入歳出決算報告

合　　　　計

合　　　　計

収入済額

支出済額

差引残額

市への返戻額

差引残高
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令和６年度 本庄市交通政策協議会 事業計画（案）

１．地域公共交通確保維持改善事業の認定申請及び事業評価

（１） 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー補助）に関する協議

及び国への認定申請を行う（デマンドバス、シャトルバス／下図参照）。

⇒ 本日の議事（３）

＊フィーダーバス…幹線バスに接続して支線の役割をもって運行されるバス

（２） 令和６年度計画【運行期間：令和５年１０月１日～令和６年９月３０日、現在運

行中の計画】の事業評価の実施。

２．運行方法等の改善・見直しの実施

３．協議会スケジュール

○令和６年５月１７日（令和６年度第１回協議会）

○令和６年８月上旬（令和６年度第２回協議会）

○令和６年１０月下旬（令和６年度第３回協議会）

○令和７年１月下旬（令和６年度第４回協議会 令和６年度計画の事業評価を実施予定）
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１　歳入 単位：円

款 項 目 予算額 説明

１　補助金 １　補助金 １　補助金 4,107,000 ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金

２　交付金 １　交付金 １　交付金 385,000 ・本庄市交付金

３　繰越金 １　繰越金 １　繰越金 0

４　諸収入 １　諸収入 １　雑入 1,000 ・預金利子

4,493,000

２　歳出 単位：円

款 項 目 予算額 説明

１　会議費 １　会議費 300,000 ・会議開催費用

２　事務費 １　事務費 86,000
・事務用品購入
・切手代
・ＰＲ物品の購入

２　補助金 １　補助金 １　補助金 4,107,000 ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金

4,493,000

令和６年度 本庄市交通政策協議会 歳入歳出予算（案）

合　　　　計

合　　　　計

１　事務費
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本庄市地域公共交通計画

地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に関する記載箇所一覧表

（添付資料）

・上記記載の地域公共交通計画の該当ページ（写し）

※ご参考

・要綱第１７条第１項

陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条において単に「地

域公共交通確保維持事業」という。）を行う場合は、地域公共交通計画に、当該地域公共交通計画の計

画期間内における次に掲げる事項について具体的に記載するものとする。

一 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位置付

け・役割

二 前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概要

四 地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法

１．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位

置づけ・役割

本庄市地域公共交通計画 ９５ページ～９８ページ

２．前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性

本庄市地域公共交通計画 ９８ページ

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概

要

本庄市地域公共交通計画 １０３ページ

４．地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法

本庄市地域公共交通計画 １２０ページ～１２３ページ
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令和６年５月１７日

（名称）本庄市交通政策協議会

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

本庄市においては、鉄道駅（本庄駅、本庄早稲田駅、児玉駅）を交通結節点として、

地域間幹線（路線バス）、デマンドバス、シャトルバス、タクシーにより構成される公

共交通網が広がっている。このうち、デマンドバス及びシャトルバスは、幹線に通じる

支線の役割を果たしている。

しかしながら、近年、人口減少や高齢化の進展に加え、ゼロカーボンシティの実現や

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「新しい生活様式」の定着により、当市の公共交

通機関の利用者は減少を続け、収支悪化による行政負担の増加をはじめ、運行に様々な

問題が発生している。また、地域公共交通計画策定に係る各種意識調査では、公共交通

に対する満足度は高いとは言えず、デマンドバスの予約方法の改善など様々な課題が浮

き彫りとなっている。

今後、高齢者や運転免許返納者の増加などにより、公共交通の需要が増加することが

予測されている。また、公共交通は、車を運転できない高齢者等を中心に、生活に必要

不可欠な交通として機能している。

このため、地域公共交通確保維持事業により、フィーダー系統を確保・維持すること

で、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

（１）事業の目標

①公共交通の利用者数

②デマンドバスの予約不成立件数

現状値 計画策定 計画期間

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度

デマンド

バス

10,396 人 ‐ 10,604 人 10,711 人 10,818 人 10,926 人 11,000 人

シャトル

バス

10,120 人 ‐ 10,323 人 10,426 人 10,530 人 10,636 人 10,700 人

目標設定

の考え方

デマンドバス、シャトルバスは、現状値に年間の伸び率１％を乗じた値を目標値と

します。

現状値 計画策定 計画期間

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度

予約不成

立件数

1,000 件 ‐ 900 件 900 件 900 件 800 件 700 件

目標設定

の考え方

予約システムの見直しや利用者登録制の導入（R7 年度）により、現状値から 3割削

減することを目標値とします。

別 紙
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③公共交通の収支率

（本庄市地域公共交通計画 Ｐ１２０参照）

（２）事業の効果

フィーダー系統を維持することにより、高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段

が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系

が実現できる。

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

・デマンドバスの運行日の見直し（交通事業者、市）

・デマンドバスの運行形態の見直し（交通事業者、民間事業者、市）

・シャトルバスの時刻表の定期的な見直し（交通事業者、市）

その他、各事業を検討・協議のうえ、必要と判断したものを実施する。

（本庄市地域公共交通計画 Ｐ１０３ 参照）

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び

運送予定者

表１を添付

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るデマンドバス及びシャトルバス

について、その運行に係る費用総額 31,121,000 円（令和 6 年度予算）のうち、本庄市か

ら運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引

いた差額分を負担することとしている。

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法

・利用者数、予約不成立件数、収支率について、数値指標によるモニタリング・評価を

実施

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要

【地域間幹線系統のみ】

※該当なし

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧

現状値 計画策定 計画期間

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度

デマンド

バス

5.8％ ‐ 現状値以

上

現状値以

上

現状値以

上

現状値以

上

現状値以

上

シャトル

バス

18.1％ ‐ 現状値以

上

現状値以

上

現状値以

上

現状値以

上

現状値以

上

目標設定

の考え方

利用者増による運賃収入の増加を目指しますが、人件費、燃料費、車両管理費など

の運行経費の増加も想定されることから、現状より低下させないことを目標値とし

ます。
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【地域間幹線系統のみ】

※該当なし

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項

【地域間幹線系統のみ】

※該当なし

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【地域内フィーダー系統のみ】

表５を添付

11．車両の取得に係る目的・必要性

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】

※該当なし

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】

（１）事業の目標

※該当なし

（２）事業の効果

※該当なし

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策）

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

（１）事業の目標

※該当なし

（２）事業の効果

※該当なし

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし
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18．協議会の開催状況と主な議論

・令和 5 年 5 月 26 日（令和 5 年度第 1 回） 令和 6 年度地域公共交通確保維持改善事業

費補助金に係る地域公共交通計画の認定申請について協議・承認

・令和 5年 7 月 26 日（令和 5 年度第 2 回） 先進自治体視察報告

・令和 5 年 10 月 2 日（令和 5 年度第 3 回） デマンドバス及びシャトルバスの仕様書（案）

について協議

・令和 6 年 1 月 24 日（令和 5 年度第 4 回） デマンドバス及びシャトルバスの仕様書（案）

について協議・承認、令和 5 年度生活交通確保維持改善計画の事業評価を協議・承認

・令和 6 年 5 月 17 日（令和 6 年度第 1 回） 令和 7 年度地域公共交通確保維持改善事業

費補助金に係る地域公共交通計画の認定申請について協議

19．利用者等の意見の反映状況

地域公共交通計画策定に係る各種意識調査の結果、デマンドバスの予約方法の改善を

求める声が多かったため、目標達成のための施策・事業においてもデマンドバスの見直

しに重点を置いた計画とした。
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表
１

　
地

域
公

共
交

通
確

保
維

持
事

業
に

よ
り

運
行

を
確

保
・
維

持
す

る
運

行
系

統
の

概
要

及
び

運
送

予
定

者
（
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
）

令
和

７
年

度

起
点

経
由

地
終

点
運

行
態

様
の

別

基
準

ハ
で

該
当

す
る

要
件

（
別

表
７

・
９

）

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
の

確
保

基
準

ホ
で

該
当

す
る

要
件

（
別

表
７

の
み

）

（
注

）

神
泉

線
・
・
・
本

庄
駅

南
口

～
神

泉
総

合
支

所
線

児
玉

線
・
・
・
本

庄
駅

南
口

（
宮

本
町

車
庫

）
～

（
児

玉
高

校
）
～

児
玉

折
返

し
場

～
赤

城
乳

業
千

本
さ

く
ら

工
場

線

１
．

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

「
運

行
系

統
名

等
」
に

運
賃

低
廉

化
を

行
う

運
行

サ
ー

ビ
ス

の
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
．

区
域

運
行

又
は

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

運
行

系
統

の
「
経

由
地

」
に

営
業

区
域

又
は

運
賃

低
廉

化
対

象
地

域
を

記
載

す
る

こ
と

と
し

、
「
起

点
」
、

「
終

点
」
及

び
「
系

統
キ

ロ
程

」
に

つ
い

て
記

載
を

要
し

な
い

。

３
．

「
系

統
キ

ロ
程

」
に

つ
い

て
は

、
小

数
点

第
１

位
（
第

２
位

以
下

切
り

捨
て

）
ま

で
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

、
循

環
系

統
の

場
合

に
は

、
往

又
は

復
の

ど
ち

ら
か

の
欄

に
キ

ロ
程

を
記

載
し

、
も

う
片

方
の

欄
に

「
循

環
」
と

記
載

す
る

こ
と

。

４
．

「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
及

び
「
運

送
継

続
特

例
措

置
」
に

つ
い

て
は

、
利

便
増

進
計

画
又

は
運

送
継

続
計

画
の

認
定

を
受

け
、

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

に
係

る
特

例
措

置
の

適
用

（
別

表
９

又
は

別
表

１
０

）
を

受
け

て
補

助
対

象
と

な
る

場
合

の
み

「
○

」
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
．

「
運

行
態

様
の

別
」
に

つ
い

て
は

、
路

線
定

期
運

行
、

路
線

不
定

期
運

行
、

区
域

運
行

、
乗

用
タ

ク
シ

ー
に

よ
る

運
行

の
別

を
記

載
す

る
こ

と
。

６
．

「
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と

接
続

の
確

保
」
に

つ
い

て
は

、
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
が

接
続

す
る

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
又

は
地

域
間

交
通

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
ど

の
よ

う
に

接
続

を
確

保
す

る
か

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

７
．

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

「
運

行
系

統
名

」
「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
に

つ
い

て
記

載
を

要
し

な
い

。

８
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
及

び
運

行
ダ

イ
ヤ

を
添

付
す

る
こ

と
。

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

営
業

区
域

を
示

し
た

地
図

を
添

付
す

る
こ

と
。

運
行

系
統

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

の
基

準
適

合
（
別

表
７

・
別

表
９

・
別

表
１

０
）

往
3
.0

ｋ
ｍ

復
3
.0

ｋ
ｍ

往
　

　
　

ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

往
　

　
　

ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

往
　

　
　

ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

往
　

　
　

ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

市
区

町
村

名
運

送
予

定
者

名
運

行
系

統
名

等
（
申

請
番

号
）

系
統

キ
ロ

程

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

本
庄

観
光

（
株

）
(1

)
本

庄
シ

ャ
ト

ル
便

本
庄

駅
南

口
新

田
原

本
庄

早
稲

田
駅

北
口

3
6
5
日

4
9
2
8
回

路
線

定
期

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ

Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ

Ｒ
上

越
・
北

陸
新

幹
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
」

③

朝
日

自
動

車
（
株

）
(2

)
本

庄
北

地
域

デ
マ

ン
ド

本
庄

北
地

域
2
9
3
日

4
8
9
3
回

区
域

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
「
松

澤
医

院
」

・
Ｊ

Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

北
口

西
」
「
本

庄
駅

南
口

」

③

朝
日

自
動

車
（
株

）
(3

)
本

庄
南

地
域

デ
マ

ン
ド

本
庄

南
地

域
2
9
3
日

4
6
8
8
回

区
域

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
に

接
続

停
留

所
「
飯

塚
内

科
産

婦
人

科
」
「
和

菓
子

い
い

じ
ま

前
」

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

児
玉

線
に

接
続

停
留

所
「
や

な
い

歯
科

医
院

」
・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
「
松

澤
医

院
」

・
Ｊ

Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

北
口

西
」
「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ

Ｒ
上

越
・
北

陸
新

幹
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
」

③

朝
日

自
動

車
（
株

）
(4

)
児

玉
市

街
地

デ
マ

ン
ド

児
玉

市
街

地
2
9
3
日

2
5
9
4
回

区
域

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

児
玉

線
に

接
続

停
留

所
「
高

関
」
「
浜

坂
歯

科
医

院
」
「
吉

田
林

大
北

」
「
木

田
歯

科
医

院
」
「
埼

玉
り

そ
な

銀
行

児
玉

支
店

前
」

「
木

村
医

院
」
「
児

玉
折

返
し

場
」
「
児

玉
警

察
署

」
・
Ｊ

Ｒ
八

高
線

に
接

続
停

留
所

「
児

玉
駅

前
」

③

朝
日

自
動

車
（
株

）
(5

)
児

玉
山

間
地

域
デ

マ
ン

ド

児
玉

山
間

地
域

2
9
3
日

1
3
7
7
回

区
域

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

児
玉

線
に

接
続

停
留

所
「
木

田
歯

科
医

院
」
「
埼

玉
り

そ
な

銀
行

児
玉

支
店

前
」
「
木

村
医

院
」
「
児

玉
折

返
し

場
」
「
児

玉
警

察
署

」
・
Ｊ

Ｒ
八

高
線

に
接

続
停

留
所

「
児

玉
駅

前
」

③

本
庄

市

36



デマンド交通営業区域 … 本庄市域

デマンド交通運用地域

地域① … ＪＲ高崎線以北の地域

地域② … ＪＲ高崎線以南の本庄地域

地域③ … 児玉地域のうち児玉町元田、稲沢、河内、太駄下、太駄中、太駄上を除く

地域

地域④ … 児玉町元田、稲沢、河内、太駄下、太駄中、太駄上

区域ａ … 南をＪＲ高崎線、北を県道勅使河原本庄線（旧中山道）、西を蛭子塚通り

線、東を国道１７号と県道藤岡本庄線(南大通り線)で囲まれる地域

区域ｂ … 北をＪＲ高崎線、南を二本松通り線、西を蛭子塚通り線、東を県道藤岡本

庄線(南大通り線)で囲まれる地域

区域ｃ … 国道２５４号以南の児玉町児玉、八幡山、吉田林

本庄北地域 地域①、区域ｂ及び区域ｂに近接する公共施設（「保健センター」、「市

民文化会館」）に設置する乗降ポイント間を運行する。

本庄南地域 地域②、区域ａ及び区域ａに近接する公共施設（「本庄市役所」、「湯

かっこ」）に設置する乗降ポイント間を運行する。

児玉市街地 地域③並びに地域③に近接する「間瀬湖」及び商業施設「ビッグマー

ケット」に設置する乗降ポイント間を運行する。

ただし、１日１往復に限り、「児玉総合支所」、「湯かっこ」に設置する

乗降ポイント間を運行する。

児玉山間地域 県道秩父児玉線の「いろは橋折返し場」に設置する乗降ポイントを起

点、「児玉総合支所」に設置する乗降ポイントを終点として同県道を往

復することを基本とし、地域④に設置する乗降ポイントと同県道沿いに

設置する乗降ポイント、区域ｃに設置する乗降ポイント及び区域ｃに近

接する公共施設（「セルディ」、「エコーピア」、「秋平小学校」）、商業施

設、医療施設に設置する乗降ポイント間を運行する。

表１ 添付図面（説明）
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表１　添付図面

市民文化会館
保健センター

ﾋﾞｯｸﾞﾏｰｹｯﾄ

秋平小学校

間瀬湖
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 本庄市

人　口

人口集中地区以外 33,454

交通不便地域等 621

人　口 対象地区 根拠法

636 本泉地区 山村振興法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び
特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

本庄市地域公共交通計画 令和5年3月24日

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。
「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当
しない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法
律（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村
名等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する
場合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」
と記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方
運輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合
に記載すること。
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「今後のスケジュール」及び「運行にあたって協議・合意が必要な事項」

１ 今後のスケジュール

導入予定車両（乗車定員 11 人未満の車両）

（令和 6年 5月 17 日）

（令和 6 年 8 月予定）

運行に係る協議・合意事項

地域公共交通確保維持改善事業費補

助金に係る地域公共交通計画の変更

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請

書類の作成

令和 6年度第 2回

本庄市交通政策協議会
運行事業者の選定方法

本庄市地域公共交通計画に基づく

デマンドバス及びシャトルバスの見直し

運行事業者

選定

運行予定

事業者

（令和 6年 10月予定）

令和 6年度第 1回

本庄市交通政策協議会

令和 6年度第 3回

本庄市交通政策協議会

令和 6年度第 4回

本庄市交通政策協議会

（令和 7年 1月予定）

報告
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２ 運行にあたって協議・合意が必要な事項

（１）【デマンドバス・シャトルバス共通】使用車両、最低車両数

注）「背景」の記載内容は、以下による。
一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について（平成 13年 12 月 27 日公示）

「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の細部取扱について

区分
協議・合意が
必要な事項

内 容 背 景

使用車両

11 人未満車両（乗車定
員 9名、バリアフリー対応
車）で必要な輸送力が確保
される。

乗車定員は、１１人以上であり、かつ、事業計画
及び運行計画を的確に遂行するに足るものである
こと。

ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づ
く場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合
等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の
遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認め
られる場合には１１人未満の乗車定員とすること
ができる。

最低車両数

市との協定に基づき運
行する交通事業者の実状
を踏まえて、最低１両の
常用車及び１両の予備車
を配置する。

１営業所ごとに、最低５両の常用車及び１両の
予備車を配置するものとする。

ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づ
く場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合
等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の
遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認め
られる場合はこの限りでない。

使用車両

11 人未満車両（乗車定員
9 名、バリアフリー対応
車）、セダン（乗車定員 4
名）で必要な輸送力が確保
される。

乗車定員は、１１人以上であり、かつ、事業計画
及び運行計画を的確に遂行するに足るものである
こと。

ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づ
く場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合
等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の
遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認め
られる場合には１１人未満の乗車定員とすること
ができる。

最低車両数

市との協定に基づき運
行する交通事業者の実状
を踏まえて、最低１両の
常用車及び１両の予備車
を配置する。

１営業所ごとに、最低３両の常用車及び１両の
予備車を配置するものとする。

ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づ
く場合等、地域の実情に応じて事業計画の遂行に
必要な輸送力が明らかに確保されると認められる
場合はこの限りでない。

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
（
路
線
定
期
運
行
）

デ
マ
ン
ド
バ
ス
（
区
域
運
行
）

〇デマンドバスの乗合率は、１．０９～１．１１人であり、平均すると１．１０人となっていること

を踏まえ、１１人未満の小型車両を導入する。

○シャトルバスの１便あたりの乗車人数は、０．９９～１．３６人となっており、平均すると１．１

３人となっていることを踏まえ、１１人未満の小型車両を導入する。

45



出典：「本庄市地域公共交通計画」
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導入予定車両（乗車定員１１人未満の車両）

本庄市全域を２つの地区に分割し、車両は１地区２台の割合で配置し、４台とも１１人

未満車両（ワゴン車両 車いす仕様車）で運行する。

シャトルバスは、路線定期運行を行うことから「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」の対象となり、必要な装備を有することが求められる。

デマンドバスは、サービスの統一性を図ることから同様の１１人未満車両を導入する。
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（２）【デマンドバス】運行エリア（営業区域）

デマンドバス運用地域

本庄地域 地域１を「本庄地域」とする。

児玉地域 地域２を「児玉地域」とする。

地域２並びに地域２に近接する「ビッグマーケット」及び「本庄早稲田駅

北口」に設置する乗降ポイント間を運行する。

デマンドバス運行エリア（営業区域）…本庄市域
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（３）【デマンドバス】運行日・運行時間

（４）【シャトルバス】運行日・運行時間

（５）【デマンドバス】乗降地点

○乗降地点には、標識を設置する。

○標識には、予約を受け付ける電話番号と乗降地点ポイント名を明記する。

○乗降地点から半径２００ｍをサービス範囲とする。

○車両が安全に停車できるところとする。

（車両の転回が必要なところでは、安全に転回できるスペースが確保されているところ

とする。）

※ 地域の実情に応じて設置する。

①現行のデマンドバスの乗降地点（停留所）

本庄地域 ２４９箇所

児玉地域 １６０箇所

合計 ４０９箇所（令和６年４月現在）

②路線バスへ接続できる場所

③商業施設、医療施設

近接するものは統合も考えるが、利用者の利便性を重視し、できるだけ多くの場所に

設置する。

④自治会での設置

※①の停留所を乗降地点にすることを基本とするが、②～④で設置する乗降地点との距離

を踏まえ、設置場所の変更も考える。

運行エリア 運行日 運行時間 運行台数

①本庄地域 毎日 午前８時から

午後６時まで

※最終降車時間

午後６時

※②④運休時

は、ドライバー

休憩時を除く

各１台

※ドライバーの

休憩時間中は、

月曜日から土曜

日までについて

は各エリア１台

運行

②本庄地域 月曜日から土曜日まで

（ただし、国民の祝日に関する

法律に基づく休日及び12月 29

日から 1月 3日までは除く。）

③児玉地域 毎日

④児玉地域 月曜日から土曜日まで

（ただし、国民の祝日に関する

法律に基づく休日及び12月 29

日から 1月 3日までは除く。）

運行エリア 運行日 運行時間 運行台数

本庄駅南口～

本庄早稲田駅北口

毎日 午前９時から

午後７時まで

１台
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（６）【シャトルバス】ルート（路線・運行系統）、停留所
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（７）【シャトルバス】ダイヤ（運行回数・運行時刻）

現行のシャトルバスのダイヤを令和 4 年 10 月 1 日に新幹線の到着時間に合わせた時刻

表へ見直しを行っており、利用者も微増していることから、現行のダイヤを使用する。

51



運賃協議分科会の設置に伴う本庄市交通政策協議会設置要綱の一部改正について

○改正の理由

道路運送法の改正により、令和５年１０月１日以降、運賃等の協議を行う場合には、

同法第９条第４項に規定する協議会において協議を行うことが必要となりました。

このことから、本庄市交通政策協議会に当該協議組織を位置付けるため、本庄市交通

政策協議会設置要綱の一部改正をするものです。

○改正の内容

第７条（運賃協議分科会）の規定を追加します。

○施行予定日

公示の日

○参考資料

別紙「一般乗合旅客自動車運送事業の（運賃）協議会について」（国土交通省作成）

52

資料５



53



本庄市交通政策協議会設置要綱

平成２４年１月２０日

告示第１７号の２

（設置）

第１条 市内の交通の実態について調査及び研究を行い、本市の交通政策のあり

方を協議することにより、住民の利便性及び生活環境の向上に寄与するため、

本庄市交通政策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

２ 協議会は、市内の公共交通のあり方についての協議を行うため、道路運送法

施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第４条第２項に規定する地域公共交

通会議及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５

９号）第６条第１項に規定する協議会を兼ねるものとする。

（業務）

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

（１） 総合的な交通政策の検討及び推進に必要と認められる事項に関するこ

と。

（２） 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３

０日国総計第９７号、国鉄財第３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４

０号、国海内第１４９号及び国空環第１０３号）第２条第１項第１号に規定

する生活交通確保維持改善計画（以下「生活交通確保維持改善計画」という。）

の策定及び変更に係る協議に関すること。

（３） 生活交通確保維持改善計画に位置付けられた事業の実施の調整に関す

ること。

（４） 地域の実情に応じた適切な交通手段の態様及び運賃、料金等の検討に

関すること。

（５） 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第１項に規定する

地域公共交通計画（以下「地域公共交通計画」という。）の作成及び変更に

関する協議に関すること。

（６） 地域公共交通計画の実施に関する協議に関すること。

（７） 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
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（８） 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこ

と。

２ 前項第４号に規定する運賃及び料金（以下「運賃等」という。）に関する事

項は、第７条に規定する運賃協議分科会において協議するものとする。

（委員）

第３条 協議会は、委員２４人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

（１） 市長又はその指名する者

（２） 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

（３） 一般貸切旅客自動車運送事業者

（４） 一般乗用旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者

（５） 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の

代表者

（６） 住民又は利用者の代表

（７） 本庄警察署長又はその指名する者

（８） 児玉警察署長又はその指名する者

（９） 国又は県の交通政策行政の経験及び知識を有する者

（１０） 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者

（１１） 国又は県の都市計画行政の経験及び知識を有する者

（１２） 道路管理者

（１３） 学識経験を有する者その他協議会が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、市長が委嘱、又は任命した日から当該日の属する年度の

翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

２ 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役職）

第５条 協議会に会長を置き、第３条第２項第１３号に規定する者のうち、学識

経験を有するものをもって充てる。

２ 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。

（会議）

55



第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長と

なる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。ただ

し、書面により代理者に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみな

す。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

４ 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意

見を聴くことができる。

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正か

つ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合は、非公開とする。

（運賃協議分科会）

第７条 協議会に運賃等に関する事項について協議するため、道路運送法（昭和

２６年法律第１８３号）第９条第４項に規定する協議組織として運賃協議分科

会（以下「分科会」という。）を置く。

２ 分科会の構成員は、次に掲げる者とする。

（１） 第３条第２項第１号の者

（２） 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

（３） 第３条第２項第１０号の者

（４） 第３条第２項第６号の者のうち、市長が指名する者

３ 分科会に分科会長を置き、前項第１号に掲げる者をもって充てる。

４ 分科会長は、分科会の会務を総理し、分科会を代表する。

５ 分科会の会議においては、前条の規定を準用する。この場合において、同条

中「会議」とあるのは「分科会」と、「会長」とあるのは「分科会長」と読み

替えるものとする。

（協議結果の尊重義務）

第８条第７条 会議及び運賃協議分科会において協議が調った事項について、関

係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

（幹事会）
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第９条第８条 協議会に提案する事項について協議又は調整を行うため、必要に

応じ協議会に幹事会を置くことができる。

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

（事務局）

第１０条第９条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（経費の負担）

第１１条第１０条 協議会の運営に要する経費は、補助金、交付金その他の収入

をもって充てる。

（監査）

第１２条第１１条 協議会に監査委員を２人置き、会長が指名する委員をもって

充てる。

２ 監査委員は、協議会の出納の監査を行い、その結果を会長に報告しなければ

ならない。

（財務に関する事項）

第１３条第１２条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項

は、会長が別に定める。

（協議会が解散した場合の措置）

第１４条第１３条 協議会が解散した場合は、協議会の収支は、解散の日をもっ

て打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

（その他）

第１５条第１４条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。
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本庄市オンデマンド型交通システム導入について R6.5.2現在

1,歳入

2,歳出
内容

契約期間 国庫補助金（デジ田）

〇（対象）

〇（対象）

③R6コールセンター等（1.5か⽉分）
※令和7年2⽉中旬〜令和7年3⽉31日

×（対象外）

④R7コールセンター等 ×（対象外）

⑤R8コールセンター等 ×（対象外）

デジタル田園都市国家構想交付金

項目

①システム構築費

②システム購入費（Ｒ8まで）

契約締結日（令和6年8⽉予定）〜令和9年3⽉31日
運
営
費
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本庄市ＡＩデマンドバスシステム導入支援業務 仕様書（案）

１ 委託業務名

本庄市ＡＩデマンドバスシステム導入支援業務

２ 基本条件

（１） 委託期間 契約締結の日から令和７年３月３１日まで

（２） 委託内容 ＡＩデマンドバスシステムの構築及び運用に係る一式

※令和７年４月１日以降は、受託者と市又は本庄市交通政策協議会（以下「協議会」という。）が

指定する運行事業者との間でシステム等の利用に関し、契約することを想定している。

３ 業務対象地域

対象地域は、本庄市全域とする。

※詳細は、別添１を参照のこと。

４ 業務目的

公共交通のマスタープランとなる「本庄市地域公共交通計画」に基づき、「デマンドバスの予

約システムの改善」等のデマンドバスの見直しに取り組むものである。当該業務は、ＡＩを活

用したデマンドバスシステムを導入し、利便性向上に繋げることを目的とする。

５ 業務内容

（１） 運行内容

ア 運行区域

業務対象地域及び別添１「運行エリアの範囲」のとおり

イ 乗降場所

アで指定するエリアにおいて４００か所程度

ウ 運行車両

(ア) 運行に使用する車両（以下「乗用車両」という。）は、協議会が指定するワゴン車

両４台で、運行事業者が車両リース会社とリース契約を締結する、又は車両を取得

することで、常用車両を使用することを想定している。

(イ) 乗用車両が事故等で使用できない場合に運行する車両（以下「予備車両」という。）

は、運行事業者が用意し、予備車両は運行事業者に使用する権利がある乗車定員１

１人未満の営業車（緑ナンバー）を想定している。

(ウ) 常用車両及び予備車両の点検及び清掃は、運行事業者が適宜実施し、適正な維持

管理を行うことを想定している。

（２） 業務内容

ア 設計・協議

(ア) 発注者と綿密な打ち合わせを行い、利用者に配慮した設計とすること。

(イ) 業務の進捗管理を遺漏なく行うこと。

イ 構築業務

(ア) ＡＩデマンドバス配車に係る、本書に示す要求水準に沿ったシステムを構築し、

各調整、マスタリングを行うこと。

令和 5年度第 4回 本庄市交通政策協議会 資料

※赤字の修正箇所反映済み
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ウ 利用方法の説明・指導

(ア) 発注者への説明・指導

(イ) 運行事業者への説明・指導

(ウ) 住民説明会における説明・指導に係る相談・支援

エ 保守・運用

(ア) 運行時間帯及び発注者の就業時間内（平日 8:30～17:15 まで）は発注者及び運行

事業者からの電話及び電子メール等による問合せの受付を行うこと。ただし、緊急

時においては、この限りではない。

(イ) システム障害が発生した際は、速やかに復旧の措置を講じ、障害の原因や対応状

況について、復旧までの間、発注者に随時報告すること。また、その際の代替運用

を準備しておくこと。

（３） システム概要

ア デマンド配車システムは、効率的な運行ルートの作成、運行をサポートする目的で、

以下（５）で定める要件を満たす「デマンド配車システム」、「ユーザーアプリ（LINE ミ

ニアプリ含む）」、「ドライバーアプリ」、「管理者Ｗｅｂ」の機能をクラウド型システムに

て構成すること。

イ ユーザーアプリの利用が困難な利用者に配慮し、電話による配車受付手段も整備する

こと。

ウ システムのデータセンターの立地場所が日本国内であること。

エ ドライバータブレット紛失時の顧客情報の漏洩対策の措置が取られていること（ＭＤ

Ｍによるデータ消去、ロックなど）

オ 管理者Ｗｅｂとドライバータブレットで不正アクセスへの対応策としてパスワード以

外の措置が取られていること。

（４） システムの提供範囲

ア 発注者が指定するエリアにおいて、運行車両４台がデマンド運行を行う体制とする（台

数の拡大にも対応できるようにしておくこと）。

イ 各車両は乗合で運行されるものとし、発注者が指定するエリア内の乗降場所にて乗降

可能とする。

ウ コールセンター（オペレーター含む）は、受注者が手配し、協議会が指定する運行事

業者へ貸与するものとする。

エ コールセンター用に管理用パソコン又はタブレットを用意すること。また、ドライバ

ーアプリとして使用する車載器端末等（SIM カード、その他車載器付属品含む）について

は、運用車両数に応じた台数を提供すること。なお、何れも貸借又は購入による調達の

手法は問わないが、所要額を提案価格に含めること（車載器端末は、タブレットサイズ

を基本とする）。

（５） システムに関わる要件

ア 予約・配車・運行管理に関わる基本機能（デマンド配車システム）

(ア) 利用者からの予約（電話・アプリ又は Web・LINE）を受け付け、瞬時に運行車両へ

乗車降車情報をリアルタイムに配信できること。

(イ) 電話で予約を受ける際に、オペレーターによる管理者Ｗｅｂへの手動登録ができ

ること。

(ウ) 予約締切時間を任意に指定することができること。
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(エ) 予約受付方法は「即時予約」「事前予約」方式の双方に対応すること。

(オ) AI による乗降拠点選択方式を有する配車システムであること。

(カ) 運行範囲の設定が可能であり、更に運行区域拡大に対応できること。

(キ) 車椅子対応等の機能を保持し、国内での実績を有すること。

(ク) 乗車人数の設定が可能であること。

(ケ) オペレーターの判断により、需要が集中する時間帯に限り、予約の少ない運行区

域の車両を予約の多い運行区域で運行させるなど、需要に応じた柔軟な運行が可能

であること。

イ ユーザーアプリ

(ア) 予約の確定及び予約状況の確認、そのキャンセル、乗降場所の案内ができること。

(イ) 乗車人数、乗車希望時間を任意に指定することができること。

(ウ) ユーザーアプリは iOS と Android 双方に対応すること。

(エ) 事前予約に対応できること。

(オ) 地図表示から乗降地点の指定が行えること。

(カ) アプリ利用初心者でも容易に利用できること。

(キ) その他、利用者の活用促進や利便性を高める機能を有すること。

ウ LINEミニアプリ

(ア) 市の公式LINEから予約機能を起動できること。

(イ) LINEミニアプリ内で登録・予約が完結すること。

(ウ) 予約の確定及び予約状況の確認、そのキャンセル、乗降停留所の案内ができるこ

と。

(エ) 乗車人数、乗車希望時間を任意に指定することができること。

(オ) iOSとAndroid双方に対応すること。

エ ドライバーアプリ

(ア) ドライバーアプリは乗務員に対するナビゲーション機能を有すること（利用者の

乗降場所及び運行ルートの表示など）。また、予約発生時に適切にドライバーに通知

する機能を有すること。

(イ) ドライバーアプリは iOS か Android いずれかに対応すること。

(ウ) アプリ利用初心者でも容易に利用できること。

(エ) その他、ドライバーの利便性を高める機能を有すること。

オ 運行管理機能（管理者Ｗｅｂ）

(ア) 管理者Ｗｅｂは指定のＵＲＬにアクセスすることで利用可能とすること。

(イ) 車両予約：管理者Ｗｅｂにて運行車両の予約状況を確認できること。

(ウ) 利用者の情報：管理者Ｗｅｂにて利用者情報を登録、修正、削除できること。

(エ) 利用者予約：管理者Ｗｅｂにて利用者の予約状況を把握が可能で、予約情報を登

録、修正、削除できること。

(オ) 車両管理：管理者Ｗｅｂにて運行する車両を登録、修正、削除が可能で、運行に

より取得する乗降データを出力できること。

(カ) 運行管理：異常発生時に管理者Ｗｅｂにて新規の予約受付停止が可能で、過去の

運行記録についても確認ができること。

(キ) 運行実績：利用実績（日別・時間帯別等）を随時確認が可能で、利用実績（1 件

明細の乗降履歴・日別・時間帯別等）をＣＳＶ等のファイル形式でダウンロードす
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ることができること。

（６） 車載決済端末に関わる要件

ア 運賃の支払いは、現金、回数乗車券及び交通系 ICカード等のキャッシュレス決済と

し、受注者は車内に車載決済端末を設置する。

イ クレジットカード決済についても、国内を含む主要なカードに対応できること。

（７） 事業支援業務

ア 業務進捗管理

発注者と随時打ち合わせを行い、事業進捗に係る相談・支援を行うこと。

イ 地域合意形成に向けた支援

地域住民や地元交通事業者、関係各所（運輸支局等）への説明・協議に当たり、委託業

務範囲（例：システムの使用方法や仕組み、予約方法等）に係る資料の準備や説明事項

の整理に関し、相談・支援を行うこと。

ウ 交通事業者による運行体制構築に向けた支援

運行業務を担う交通事業者への業務委託において、業務委託の内容の準備等に関し、

相談・支援を行う（乗務員へのレクチャー等の支援含む）。

エ 利用促進に向けた支援

(ア) 利用者登録支援に向けたチラシ作成や、プレスリリース、住民説明会の実施に当

たり、委託業務範囲に係る企画立案や、資料の準備、説明事項の整理等に関し、相

談・支援を行うこと。

(イ) ①本庄市において新たな移動手段の確保に向けた提案（次世代モビリティ、自動

運転バス等）、②児玉山間地域での公共交通の将来像、③共助交通・路線バス・タ

クシー等、市内の交通機関を組み合わせた新たな公共交通のあり方、④導入したＡ

Ｉ配車システムの拡張機能、応用（MaaS、バスロケーションシステムなど）、⑤市

が進める生活基盤におけるデジタル化とのＡＩ配車システムとの連動（ＩＣＴを活

用した高齢者のコミュニケーション推進等）、⑥収支率の改善（企業からの協賛金

や広告収入など）等の観点において、必要に応じて助言・提案を行うこと。

カ 有人電話受付予約センターの設置

(ア) 将来の利用者拡大を見据え、対応できる体制の構築・運営を行うこと（１日約５

０人を当初設定とし、利用状況に応じ、将来的に１日約１６０人までの電話受付予

約に対応できるようにすること）。

(イ) 毎日午前８時から午後６時まで電話を受け付けること。

キ 車両調達の支援

受注者は、運行事業者に対し、令和７年４月１日の運行開始に向け、世界的な半導体

不足や部品調達の遅延により、ワゴン車両の確保に遅延が生じないよう車両調達の支援

を行うこと。

ク 利用者登録

利用者登録について受付を行うこと。また、観光など一時利用者を対象とした簡易な

登録も可能とすること。

（８） 打合せ協議

業務に当たり、市との間で適時に十分な打合せを行うとともに、市は業務期間中いつで

も各種作業の進捗状況の報告を求めることができるものとする。また、定期的な打合せ会

議を行い、必要に応じて改善提案を行うこととする。
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（９） 個人情報の保護等

受注者は、個人情報が適切に管理されるよう必要な措置を講ずるとともに、この契約に

よる事務処理上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

契約期間が満了し、又は契約が解除された後においても、同様とする。

５ 成果物

本業務の成果品は、完了時に以下のとおり納品し、成果品の権利は、発注者に帰属する。な

お、発注者が承諾した場合を除き、受注者は成果品の公表をしてはならない。

・プロジェクト計画書

・サービス説明書

・サービス利用規約

・システム設定書

・保守・運用体制

・ユーザーアプリマニュアル

・ドライバーアプリマニュアル

・管理者Ｗｅｂマニュアル

・乗降場所に関する地図

・業務報告書一式

・上記全成果品の電子データ（ワード･エクセル版、PDF 版）

・ドライバータブレット ４台 予備１台

・車載決済端末 ４台 予備１台

※その他委託作業により作成した資料一式については、その都度納品すること

６ 成果物提出先

埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 本庄市都市整備部都市計画課

７ 留意事項

（１） 法令等遵守

受注者は、本業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。

（２） 資料の貸与

発注者が保有する本業務に必要な資料は、発注者から受注者に貸与するものとする。貸

与資料については、破損、滅失等のないように慎重に取り扱うものとする。また、資料や

データを外部に漏洩してはならない。

（３） 守秘義務

受注者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）を遵守し、業務

上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終了後においても同様と

する。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。

（４） 損害の賠償

本業務の実施に当たり、第三者に損害を与えた場合、直ちにその状況等を報告し、市の

指示に従うものとする。なお、損害賠償の責任は、受注者が負うものとする。

（５） 成果品の帰属

本業務における成果品は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく
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複製、使用、流用又は他への公表をしてはならない。また、履行に当たり、第三者の著作権

等の抵触するものについては、受注者の責任において処理するものとする。

（６） 再委託の禁止

受注者は、本業務の全部を一括して、若しくは主たる部分を第三者に委任し、又は請け

負わせてはならない。ただし、主たる部分を除き、発注者の承諾を得た場合についてはこ

の限りではない。なお、承諾を受ける場合は、発注者に対し再委託承諾願いを提出するも

のとする。

（７） 委託料の支払い

委託料の支払いは、委託業務完了後一括払いとする。（国及び県の補助事業の完了確定後

となる。）

（８） その他

本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めがない事項につ

いては、発注者との協議により定めるものとする。

８ その他

ＡＩデマンドバスシステムの詳細な要件については、別添２の仕様書の必須機能を満たすこ

と。
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6

別添１「運行エリアの範囲」

※地域①②を「本庄地域」、地域③④を「児玉地域」とし、現行の４エリアを２エリアとする。
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イ

ス
内

に
は

情
報

は
保

有
せ

ず
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

ク
ラ

ウ
ド

環
境

（
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

内
）

で
デ

ー
タ

を
保

有
す

る
こ

と
。

〇
※

選
択

必
須

デ
ー

タ
の

バ
ッ

ク
パ

ッ
プ

に
関

し
て

自
治

体
が

希
望

す
る

要
件

を
記

載
す

る
。

提
案

す
る

環
境

が
自

治
体

の
希

望
と

異
な

る
場

合
は

、
そ

の
理

由
や

デ
ー

タ
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
面

で
問

題
な

い
こ

と
を

示
す

こ
と

。
・

ど
の

よ
う

な
環

境
で

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
行

う
か

・
間

隔
と

世
代

数
（

例
：

週
次

で
４

世
代

保
有

す
る

こ
と

）
（

そ
の

他
）

障
害

発
生

時
の

情
報

資
産

の
退

避
先

は
発

注
者

が
指

定
し

た
場

合
を

除
き

全
て

日
本

国
内

で
あ

る
こ

と
。

〇

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

端
末

故
障

時
や

機
種

変
更

時
の

デ
ー

タ
引

継
ぎ

が
配

慮
が

さ
れ

て
い

る
こ

と
〇

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

原
則

、
24

時
間

36
5日

利
用

可
能

と
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

保
守

等
の

予
定

さ
れ

た
停

止
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

〇

ラ
イ

セ
ン

ス
・

ユ
ー

ザ
数

等
利

用
者

側
ユ

ー
ザ

数
利

用
者

側
ア

カ
ウ

ン
ト

ラ
イ

セ
ン

ス
が

必
要

と
な

る
場

合
は

、
利

用
者

ユ
ー

ザ
ー

数
と

し
て

○
ア

カ
ウ

ン
ト

以
上

対
応

す
る

こ
と

。
〇

管
理

者
側

ユ
ー

ザ
数

管
理

者
側

ア
カ

ウ
ン

ト
ラ

イ
セ

ン
ス

が
必

要
と

な
る

場
合

は
、

利
用

者
ユ

ー
ザ

ー
数

と
し

て
特

権
ユ

ー
ザ

ー
○

ア
カ

ウ
ン

ト
以

上
、

一
般

ユ
ー

ザ
ー

○
ア

カ
ウ

ン
ト

以
上

対
応

す
る

こ
と

。
〇

デ
ザ

イ
ン

・
操

作
性

デ
ザ

イ
ン

表
示

画
面

上
の

項
目

配
置

や
色

使
い

等
、

誰
も

が
利

用
し

や
す

い
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
な

デ
ザ

イ
ン

と
な

る
よ

う
指

定
〇

操
作

性

表
示

画
面

上
の

項
目

配
置

や
色

使
い

等
、

誰
も

が
利

用
し

や
す

い
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
な

デ
ザ

イ
ン

と
な

る
よ

う
指

定
（

例
）

年
配

者
に

も
操

作
が

わ
か

り
や

す
い

よ
う

な
画

面
設

計
が

さ
れ

て
い

る

〇

モ
デ
ル
仕
様
書
・
要
件
定
義

回
答
欄

機
能
分
類
体
系

事
業
者
名

サ
ー
ビ
ス
名

AI
オ
ン
デ
マ
ン
ド
交
通
シ
ス
テ
ム
は
、
利
用
者
の
予
約
内
容
や
タ
イ
ミ
ン
グ
に
応
じ
て
柔
軟
に
タ
ク
シ
ー
や
バ
ス
を
手
配
し
、
地
域
全
体
の
交
通

イ
ン
フ
ラ
の
効
率
的
な
利
用
を
促
進
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
や
電
話
に
て
乗
車
予
約
が
可
能
で

あ
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
は
AI
を
活
用
し
て
作
成
し
た
運
行
ル
ー
ト
等
が
提
供
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
域
の
タ
ク
シ
ー
や
バ
ス
の
減
便
に
よ

る
交
通
不
便
を
解
消
し
、
住
⺠
の
自
由
な
移
動
を
提
供
す
る
持
続
的
な
交
通
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
ま
す
。

必
須

機
能 ※
1

今
後
拡

張
が
望

ま
れ
る

機
能 ※
2

記
入
用
凡
例

要
件

大
項
目

中
項
目

小
項
目

○
：

対
応

可
(必

須
機

能
欄

の
場

合
は

24
/4

時
点

で
実

装
予

定
の

機
能

も
含

む
)

×
：

対
応

不
可

△
：

そ
の

他
(備

考
欄

に
詳

細
を

記
入

く
だ

さ
い

)

別
添
２
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ア
ク

セ
シ

ビ
リ

テ
ィ

「
JIS

 X
83

41
-3

：
20

16
」

が
規

定
す

る
「

レ
ベ

ル
AA

」
に

準
拠

す
る

な
ど

ア
ク

セ
ス

ビ
リ

テ
ィ

に
配

慮
し

た
デ

ザ
イ

ン
で

あ
る

こ
と

。
○

視
覚

障
害

者
支

援

サ
ー

ビ
ス

を
円

滑
に

利
用

す
る

た
め

の
ユ

ー
ザ

補
助

機
能

と
し

て
、

次
の

よ
う

な
機

能
を

用
意

で
き

る
こ

と
。

例
）

・
視

覚
障

害
者

が
自

力
で

ユ
ー

ザ
ー

向
け

ア
プ

リ
等

を
操

作
で

き
る

機
能

・
各

種
機

能
を

シ
ョ

ー
ト

カ
ッ

ト
キ

ー
に

よ
り

利
用

で
き

る
機

能
な

ど

○

多
言

語
対

応
（

多
言

語
対

応
が

必
要

な
場

合
）

必
要

な
言

語
を

示
す

。
○

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

認
証

資
格

（
対

応
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

）
IS

M
S、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

ポ
リ

シ
ー

マ
ー

ク
な

ど
事

業
者

に
お

け
る

認
証

制
度

・
評

価
制

度
へ

の
対

応

〇
※

選
択

必
須

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー

・
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

は
 T

ie
r３

4相
当

で
あ

り
、

建
築

基
準

法
（

昭
和

 2
5 

法
律

第
 2

01
 

号
）

の
新

耐
震

基
準

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
。

・
デ

ー
タ

セ
ン

タ
の

物
理

的
所

在
地

を
日

本
国

内
と

し
、

情
報

資
産

に
つ

い
て

、
合

意
を

得
な

い
限

り
日

本
国

外
へ

の
持

ち
出

し
を

行
わ

な
い

こ
と

。

○

個
人

情
報

・
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

遵
守

個
人

情
報

保
護

法
お

よ
び

○
○

市
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ポ

リ
シ

ー
を

遵
守

す
る

こ
と

。
〇

シ
ス

テ
ム

ロ
グ

エ
ラ

ー
情

報
の

把
握

や
UI

/U
Xの

改
善

に
必

要
と

な
る

ロ
グ

情
報

を
取

得
す

る
こ

と
。

〇
ア

ク
セ

ス
・

操
作

ロ
グ

管
理

シ
ス

テ
ム

の
ア

ク
セ

ス
ロ

グ
・

操
作

ロ
グ

を
取

得
す

る
こ

と
。

〇

不
正

プ
ロ

グ
ラ

ム
対

策

シ
ス

テ
ム

（
サ

ー
ビ

ス
）

の
稼

働
環

境
及

び
開

発
・

テ
ス

ト
環

境
に

お
い

て
は

、
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ウ

ィ
ル

ス
等

不
正

プ
ラ

グ
ラ

ム
の

侵
入

や
外

部
か

ら
の

不
正

ア
ク

セ
ス

が
起

き
な

い
よ

う
対

策
を

講
じ

る
と

と
も

に
、

そ
れ

ら
対

策
で

用
い

る
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
は

常
に

最
新

の
状

態
に

保
つ

こ
と

。

〇

シ
ス

テ
ム

（
サ

ー
ビ

ス
）

の
稼

働
環

境
及

び
開

発
・

テ
ス

ト
環

境
で

用
い

る
OS

や
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
は

、
不

正
プ

ラ
グ

ラ
ム

対
策

に
係

る
パ

ッ
チ

や
バ

ー
ジ

ョ
ン

ア
ッ

プ
な

ど
適

宜
実

施
で

き
る

環
境

を
準

備
す

る
こ

と
。

〇

そ
の

他
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
個

人
情

報
の

保
護

に
配

慮
す

る
な

ど
、

利
用

者
が

安
心

し
て

利
用

で
き

る
対

策
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

〇

デ
ー

タ
移

行
ー

シ
ス

テ
ム

更
新

（
再

構
築

）
の

場
合

、
前

シ
ス

テ
ム

か
ら

の
デ

ー
タ

移
行

の
条

件
を

記
載

す
る

。
（

例
）

移
行

デ
ー

タ
の

種
類

等

○
※

選
択

必
須

将
来

的
な

シ
ス

テ
ム

移
行

等
に

備
え

、
保

持
す

る
デ

ー
タ

に
つ

い
て

は
政

府
相

互
運

用
性

フ
レ

ー
ム

ワ
ー

ク
（

GI
F）

に
準

拠
す

る
な

ど
標

準
的

な
デ

ー
タ

モ
デ

ル
に

沿
っ

た
形

に
す

る
こ

と
。

〇

サ
ー

ビ
ス

終
了

時
・

契
約

満
了

時
等

の
対

応

保
有

デ
ー

タ
の

提
供

サ
ー

ビ
ス

開
始

後
に

利
用

者
が

入
力

し
た

情
報

及
び

発
注

者
が

登
録

し
た

情
報

の
う

ち
、

発
注

者
の

情
報

管
理

権
限

を
有

す
る

情
報

に
つ

い
て

は
、

契
約

終
了

後
全

て
抽

出
し

発
注

者
に

提
供

す
る

こ
と

。
〇

保
有

デ
ー

タ
の

消
去

等

サ
ー

ビ
ス

を
終

了
若

し
く

は
サ

ー
ビ

ス
利

用
契

約
終

了
後

は
、

保
有

デ
ー

タ
の

提
供

の
の

ち
、

速
や

か
に

シ
ス

テ
ム

か
ら

消
去

す
る

こ
と

。
消

去
に

お
い

て
は

、
復

元
不

可
能

な
状

態
に

す
る

こ
と

。
（

必
要

な
場

合
）

デ
ー

タ
消

去
後

に
、

当
該

デ
ー

タ
を

保
存

し
て

い
た

記
憶

装
置

の
物

理
的

破
壊

を
行

う
と

と
も

も
に

、
そ

の
エ

ビ
デ

ン
ス

を
提

出
す

る
こ

と
。

〇
※

選
択

必
須

オ
プ

ト
ア

ウ
ト

対
応

利
用

者
か

ら
の

申
し

出
に

よ
り

、
当

該
利

用
者

に
関

す
る

情
報

を
全

部
ま

た
は

一
部

削
除

で
き

る
機

能
〇

利
用

規
約

等
利

用
規

約
へ

の
同

意
サ

ー
ビ

ス
の

初
回

利
用

時
や

サ
ー

ビ
ス

に
重

要
な

変
更

を
行

っ
た

際
に

は
、

利
用

者
に

利
用

規
約

の
内

容
を

提
示

し
、

確
認

（
同

意
）

を
と

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

〇

自
動

取
得

情
報

へ
の

同
意

機
器

の
個

体
番

号
や

GP
S位

置
情

報
等

、
利

用
者

が
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
た

場
合

に
自

動
敵

に
取

得
す

る
情

報
を

明
示

す
る

と
と

も
に

、
そ

れ
ら

情
報

取
得

に
つ

い
て

同
意

を
と

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

（
利

用
規

約
の

確
認

に
含

む
場

合
は

不
要

）
〇

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

ポ
リ

シ
ー

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

ポ
リ

シ
ー

を
表

示
す

る
こ

と
。

〇

問
合

せ
機

能
ー

サ
ー

ビ
ス

内
の

問
い

合
わ

せ
フ

ォ
ー

ム
な

ど
か

ら
、

問
い

合
わ

せ
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
○
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統
計

機
能

ー
シ

ス
テ

ム
・

サ
ー

ビ
ス

の
運

用
状

況
や

利
用

状
況

を
定

期
又

は
任

意
の

時
点

で
集

計
す

る
機

能
例

：
ア

プ
リ

登
録

者
数

、
ア

プ
リ

ア
ク

テ
ィ

ブ
利

用
者

数
、

延
べ

利
用

回
数

 
な

ど
〇

関
係

法
規

制
へ

の
対

応
ー

サ
ー

ビ
ス

の
稼

働
、

運
用

・
提

供
に

関
係

す
る

関
係

法
規

制
を

遵
守

す
る

と
と

も
に

、
常

に
最

新
動

向
を

把
握

し
、

適
宜

必
要

な
見

直
し

・
改

善
を

実
施

す
る

こ
と

〇

著
作

権
ー

（
必

要
な

場
合

）
・

第
三

者
が

権
利

を
有

し
て

い
る

画
像

等
を

使
用

す
る

場
合

は
、

事
前

に
権

利
者

か
ら

二
〇

※
選

択
必

資
格

管
理

利
用

者
側

ア
カ

ウ
ン

ト
管

理
管

理
情

報
利

用
者

は
、

以
下

の
情

報
を

登
録

し
利

用
登

録
を

行
え

る
こ

と
。

（
例

）
氏

名
、

住
所

、
生

年
⽉

日
、

電
話

番
号

、
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

な
ど

〇

ア
カ

ウ
ン

ト
設

定
方

法
・

認
証

方
法

利
用

者
ア

カ
ウ

ン
ト

の
設

定
方

法
（

再
設

定
含

む
）

及
び

認
証

方
法

（
再

認
証

も
含

む
）

に
つ

い
て

指
定

※
設

定
時

や
認

証
時

に
お

け
る

２
段

階
認

証
や

多
要

素
認

証
、

生
体

認
証

を
導

入
し

た
い

場
合

は
指

定

〇

ソ
ー

シ
ャ

ル
ロ

グ
イ

ン
や

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
に

よ
る

ロ
グ

イ
ン

な
ど

、
指

定
す

る
ロ

グ
イ

ン
方

法
が

あ
る

場
合

は
指

定
す

る
。

○

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
を

用
い

た
利

用
者

情
報

の
登

録
や

認
証

を
行

う
こ

と
に

よ
り

運
賃

割
引

等
の

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

資
格

情
報

管
理

に
対

応
す

る
こ

と
。

〇

ア
カ

ウ
ン

ト
情

報
の

修
正

・
停

止
利

用
者

自
身

が
ア

プ
リ

上
で

ア
カ

ウ
ン

ト
情

報
の

修
正

・
停

止
（

廃
止

）
を

行
え

る
こ

と
。

〇

管
理

者
が

利
用

者
の

ア
カ

ウ
ン

ト
情

報
を

確
認

・
停

止
（

廃
止

）
、

削
除

が
で

き
る

こ
と

。
〇

運
行

管
理

側
ア

カ
ウ

ン
ト

管
理

管
理

情
報

以
下

の
情

報
を

登
録

し
、

管
理

者
ア

カ
ウ

ン
ト

（
運

行
管

理
者

・
ド

ラ
イ

バ
ー

）
を

作
成

で
き

る
こ

と
。

（
例

）
所

属
名

、
名

前
 

な
ど

〇

運
行

管
理

者
が

、
ド

ラ
イ

バ
ー

ID
を

発
行

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
※

管
理

者
の

依
頼

に
よ

る
受

託
者

等
の

作
業

も
含

む
〇

ア
カ

ウ
ン

ト
設

定
方

法
・

認
証

方
法

ID
・

パ
ス

ワ
ー

ド
に

よ
る

ロ
グ

イ
ン

が
可

能
な

こ
と

。
〇

■
類
型
毎
に
異
な
る
機
能
要
件

利
用

者
向

け
機

能
利

用
者

ア
プ

リ
（

W
EB

）
機

能
配

⾞
予

約
機

能
乗

降
地

点
、

乗
⾞

人
数

、
乗

⾞
希

望
時

間
を

指
定

し
て

予
約

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
〇

利
用

者
が

指
定

し
た

出
発

地
・

目
的

地
か

ら
、

シ
ス

テ
ム

が
乗

降
地

点
を

指
定

で
き

る
こ

と
。

〇

地
図

表
示

か
ら

乗
降

地
点

の
指

定
が

行
え

る
こ

と
。

○
登

録
し

た
乗

降
地

点
や

過
去

の
利

用
履

歴
か

ら
、

乗
降

地
点

の
選

択
が

可
能

な
こ

と
。

○
予

約
時

に
ド

ラ
イ

バ
ー

へ
の

伝
達

事
項

を
入

力
で

き
る

こ
と

。
○

予
約

状
況

の
確

認
、

乗
降

地
点

の
確

認
が

で
き

る
こ

と
。

〇
予

約
の

キ
ャ

ン
セ

ル
が

で
き

る
こ

と
。

〇

運
行

状
況

確
認

予
約

し
た

⾞
両

の
位

置
情

報
を

ア
プ

リ
上

（
W

eb
上

）
で

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
○

オ
ン

ラ
イ

ン
決

済
機

能

利
用

料
金

の
支

払
い

に
つ

い
て

、
予

約
時

に
事

前
支

払
い

又
は

乗
⾞

時
支

払
い

を
選

択
で

き
る

こ
と

。
ま

た
、

事
前

支
払

い
を

選
択

し
た

場
合

は
、

オ
ン

ラ
イ

ン
決

済
が

で
き

る
こ

と
。

○

お
知

ら
せ

受
信

予
約

日
時

の
リ

マ
イ

ン
ド

や
⾞

両
到

着
な

ど
の

通
知

を
受

信
で

き
る

こ
と

。
○

配
⾞

シ
ス

テ
ム

の
機

能
運

行
計

画
運

行
計

画
の

作
成

各
⾞

両
は

相
乗

り
で

運
行

さ
れ

る
も

の
と

し
、

運
行

範
囲

内
に

お
け

る
AI

を
活

用
し

た
効

率
的

な
配

⾞
、

自
動

ル
ー

ト
の

生
成

が
可

能
で

あ
る

こ
と

。
ま

た
、

予
約

の
追

加
や

キ
ャ

ン
セ

ル
に

応
じ

、
運

行
計

画
を

自
動

で
修

正
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

〇

運
行

条
件

の
設

定
運

行
範

囲
を

設
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
〇

道
路

の
通

行
止

め
情

報
等

の
運

行
不

可
道

路
を

登
録

し
、

通
行

止
め

区
間

の
迂

回
時

間
を

踏
ま

え
た

配
⾞

計
画

が
作

成
で

き
る

こ
と

。
ま

た
特

定
の

停
留

所
の

利
用

の
一

時
停

止
・

移
動

を
可

能
と

す
る

こ
と

。
〇

発
着

位
置

指
定

位
置

乗
降

型
乗

降
地

点
の

登
録

/変
更

/削
除

が
で

き
る

こ
と

。
地

点
登

録
等

に
お

い
て

は
、

地
図

画
面

上
や

一
覧

表
示

か
ら

用
意

に
で

き
る

よ
う

工
夫

す
る

こ
と

。

〇
※

選
択

必
須

任
意

位
置

乗
降

型
利

用
者

が
指

定
す

る
任

意
の

地
点

か
ら

の
乗

降
を

可
能

と
す

る
こ

と
。

利
用

者
が

任
意

の
地

点
を

指
定

で
き

な
い

場
合

に
は

、
公

共
交

通
空

白
地

域
を

極
力

削
減

で
き

る
よ

う
多

く
の

乗
降

場
所

が
設

定
可

能
で

あ
る

こ
と

。

〇
※

選
択

必
須

配
⾞

予
約

配
⾞

予
約

予
約

受
付

方
法

は
「

即
時

予
約

」
「

事
前

予
約

」
方

式
の

双
方

に
対

応
す

る
こ

と
〇

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
・

パ
ソ

コ
ン

か
ら

の
予

約
は

、
利

用
者

の
操

作
の

み
で

受
付

が
完

了
す

る
こ

と
。

〇
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利
用

者
の

希
望

条
件

で
予

約
で

き
な

い
場

合
は

、
希

望
時

間
近

く
の

空
き

状
況

を
案

内
す

る
こ

と
。

〇

予
約

を
も

と
に

決
定

し
た

配
⾞

デ
ー

タ
を

即
時

に
、

管
理

シ
ス

テ
ム

及
び

ド
ラ

イ
バ

ー
用

シ
ス

テ
ム

へ
共

有
で

き
る

こ
と

。
〇

お
知

ら
せ

通
知

予
約

日
に

予
約

内
容

を
リ

マ
イ

ン
ド

通
知

が
可

能
で

あ
る

こ
と

。
〇

⾞
両

の
到

着
を

通
知

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
〇

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

利
用

者
以

外
へ

の
お

知
ら

せ
通

知
が

可
能

で
あ

る
こ

と
。

（
例

）
メ

ー
ル

に
よ

る
通

知
、

電
話

番
号

へ
の

自
動

音
声

通
知

 
な

ど
○

ド
ラ

イ
バ

ー
ア

プ
リ

機
能

ド
ラ

イ
バ

ー
向

け
ア

プ
リ

機
能

運
行

支
援

乗
降

場
所

及
び

運
行

ル
ー

ト
な

ど
を

ナ
ビ

ゲ
ー

シ
ョ

ン
す

る
機

能
が

あ
る

こ
と

。
〇

各
乗

降
地

点
の

乗
客

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

〇
予

約
キ

ャ
ン

セ
ル

が
あ

っ
た

場
合

に
ド

ラ
イ

バ
ー

へ
通

知
で

き
る

こ
と

。
〇

ド
ラ

イ
バ

ー
へ

の
通

知
を

音
声

で
行

う
機

能
が

あ
る

こ
と

。
○

乗
降

時
に

、
乗

客
を

確
認

し
記

録
で

き
る

こ
と

。
〇

乗
客

の
料

金
や

支
払

い
方

法
（

現
金

・
回

数
券

・
オ

ン
ラ

イ
ン

決
済

な
ど

）
な

ど
を

記
録

で
き

る
こ

と
。

○

事
前

に
オ

ン
ラ

イ
ン

決
済

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
決

済
済

で
あ

る
こ

と
を

表
示

で
き

る
機

能
を

有
す

る
こ

と
。

○

事
前

に
オ

ン
ラ

イ
ン

決
済

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
、

現
金

や
交

通
系

IC
カ

ー
ド

な
ど

で
、

バ
ス

⾞
内

で
運

賃
を

支
払

え
る

こ
と

。
〇

事
前

に
オ

ン
ラ

イ
ン

決
済

さ
れ

て
い

な
い

場
合

に
お

け
る

バ
ス

⾞
内

で
の

運
賃

支
払

い
方

法
と

し
て

、
QR

コ
ー

ド
決

済
等

の
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

決
済

に
も

対
応

で
き

る
こ

と
。

〇

通
知

・
連

絡
機

能
運

行
に

遅
延

が
発

生
し

て
い

る
場

合
に

、
乗

⾞
予

定
者

に
遅

延
を

通
知

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
○

乗
⾞

予
定

者
が

予
約

時
間

に
乗

降
地

点
に

現
れ

ず
に

発
⾞

し
た

場
合

、
通

知
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

○

記
録

日
報

に
必

要
な

以
下

の
情

報
を

入
力

で
き

る
こ

と
。

（
例

）
入

庫
・

出
庫

時
間

や
オ

ド
メ

ー
タ

ー
値

、
回

数
券

販
売

情
報

 
な

ど
○

管
理

シ
ス

テ
ム

予
約

機
能

電
話

に
よ

る
予

約
受

付
電

話
で

受
け

付
け

た
予

約
内

容
を

利
用

者
自

身
で

は
な

く
管

理
者

等
に

よ
り

シ
ス

テ
ム

へ
代

理
で

登
録

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
〇

予
約

を
連

続
し

て
登

録
す

る
際

に
入

力
情

報
を

流
用

で
き

る
こ

と
〇

予
約

受
付

・
確

認
予

約
を

受
け

付
け

る
時

間
帯

を
各

⾞
両

に
設

定
で

き
る

こ
と

。
〇

予
約

状
況

の
一

覧
を

表
示

で
き

る
こ

と
。

〇
予

約
の

キ
ャ

ン
セ

ル
が

可
能

で
あ

る
こ

と
。

〇

運
行

計
画

運
行

計
画

（
ル

ー
ト

）
各

⾞
両

の
運

行
計

画
が

一
覧

で
表

示
で

き
る

こ
と

。
〇

運
行

計
画

は
、

地
図

画
面

上
で

ル
ー

ト
表

示
が

で
き

る
こ

と
。

〇
⾞

両
管

理
登

録
⾞

両
の

一
覧

を
表

示
し

、
登

録
・

変
更

・
削

除
が

で
き

る
こ

と
。

〇

統
計

機
能

運
行

実
績

の
集

計
運

行
実

績
を

随
時

確
認

で
き

、
CS

V等
の

フ
ァ

イ
ル

形
式

で
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

〇

連
絡

・
通

知
機

能
連

絡
・

通
知

機
能

利
用

者
へ

の
お

知
ら

せ
を

配
信

す
る

こ
と

が
で

き
る

機
能

〇
利

用
料

設
定

等
利

用
料

金
設

定
利

用
者

の
属

性
等

に
よ

り
、

利
用

料
金

を
設

定
す

る
こ

と
が

可
能

な
こ

と
。

○
外

部
サ

ー
ビ

ス
と

の
連

携
シ

ス
テ

ム
の

拡
張

性
サ

ー
ビ

ス
連

携
他

の
M

aa
Sア

プ
リ

と
の

連
携

が
可

能
な

シ
ス

テ
ム

で
あ

る
こ

と
。

〇

専
用

ア
プ

リ
以

外
に

、
SN

Sア
プ

リ
等

か
ら

予
約

が
で

き
る

こ
と

。
〇

回
数

券
・

ク
ー

ポ
ン

券
回

数
券

や
定

期
券

、
デ

ジ
タ

ル
ク

ー
ポ

ン
な

ど
を

発
行

し
、

運
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

。
○
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